
 

 

 

 

１．コンベンションとは 

国内外から数多くの人々が集まって開催する会議や大会、学会、見本市、イベン

トなどの催しのことをいいます。 

 

２．（公財）郡山コンベンションビューローは 

  地域経済の活性化と、地域文化の向上を目的に、郡山及び周辺地域で、より多く

の会議や大会、学会、見本市、イベントなどのコンベンションが開催されるよう積

極的に誘致活動を行い、また、そのコンベンションが成功されるように主催者を支

援するなどの事業を行っています。 

 

３．コンベンションを成功させるには 

  コンベンション参加者の受付やお世話、案内、接待、資料の配布など数多くの人

手が必要となります。遠来のお客様に「郡山に来て良かった」と思ってもらえるよ

うな暖かい心遣いが最も大切です。 

 

４．コンベンションスタッフの一員として 

  郡山地域で開催されるコンベンションのお手伝いをしていただくため、「ＫＣＢコ

ンベンションサポーター」として登録し、コンベンション主催者からの支援要請に

応じてあなたの都合の良い範囲内で活動をしていただくことになります。 

 

５．「ＫＣＢコンベンションサポーター」は 

  ＫＣＢコンベンションサポーター活動の趣旨に賛同していただける方なら年齢、

性別、職業の有無は問いません。なお、KCBコンベンションサポーター登録・支援

制度事業実施要綱に基づいて交通費及び日当をお振込みにて支給いたします。 

 ※毎月２０日締めの２５日支払いです。 

        交通費  １，０００円 

        日当   ２，６００円 

        合計   ３，６００円 

  また、（公財）郡山コンベンションビューローでは、サポーター活動中に事故等が

発生した場合に備えて、傷害保険に加入し、その費用を負担しています。 

 

 

ＫＣＢコンベンションサポーターの活動について 



ＫＣＢコンベンションサポーター依頼の流れについて 

（公財）郡山コンベンションビューロー 

↓ 

郡山コンベンションビューローでは、コンベンション主催者からのサポーター派

遣の依頼を受け、「ＫＣＢサポーター」へ活動参加についてお知らせをします。 

★郵送・ファックス・電話で各サポーターへ依頼します。 

↓ 

「ＫＣＢコンベンションサポーター」は、日時・場所・業務内容を検討し、参加・

不参加を決めます。 

↓                          ↓ 

《参  加》                      《不参加》 

（電話にて事務所までご連絡ください。） 

↓                    ★次回の参加をお願いします。 

集合場所・時間など詳細について 

郡山コンベンションビューロー 

からご連絡します。 

           ↓ 

 

 ※現地集合、現地解散です。        

 ※交通費、日当は後日振込にて支給します。 

 

 

           ↓ 

 

 

 

 

           ↓ 

 ★次回の参加をお願いいたします。 

 

当日、担当者から業務の説明後、

作業をしていただきます。 

 

 

業務終了後、解散 

 

趣旨に賛同し、活動を希望される方は「ＫＣＢコンベンションサポーター 新規申込書（別紙）」

にご記入の上、メール・ＦＡＸ・ご郵送にてお申し込みください。 

皆様のご参加お待ちしております。 

（公財）郡山コンベンションビューロー 誘致支援課 

 〒963-8004 郡山市中町 10-6 郡山商工会議所駅前大通り会館 3F 

TEL：024-991-1811 FAX：024-991-1812 MAIL：kcb@blue.ocn.ne.jp    

mailto:kcb@blue.ocn.ne.jp


ＫＣＢコンベンションサポーター登録・支援制度事業実施要綱 

 

                               平成２０年４月１日 

令和４年４月１日変更 

公益財団法人郡山コンベンションビューロー 

 

 

１. 当財団では、郡山エリアで開催されるコンベンションに対する支援事業の一環として 

「ＫＣＢコンベンションサポーター登録・支援制度事業」（以下ＫＣＢサポーター支援 

事業という）を行う。 

 

２. 本事業は、コンベンションの主催者（以下甲とする）からの支援要請に応じて、当財団 

（以下乙とする）に登録されているサポーター（以下丙とする）を、スタッフの一員と 

してその大会等の運営進行に従事させることにより、円滑なコンベンションの開催を図

ろうとするものである。 

 

３. 提供する役務の内容については、甲と乙が協議のうえ決定し、その役務内容を乙が丙に 

依頼する。 

 

４. 甲に対する丙の派遣費用については、原則として、甲の負担はないものとするが、 

派遣人員や日数が多い場合は、甲と乙との協議により対応を決定する。 

 

５. 丙の募集・登録は、年齢・性別を問わず広く一般市民に呼びかけ、本趣旨に賛同し、 

「KCBコンベンションサポーター新規申込書（別紙１）」を提出した者を登録する 

ものとする。 

 

６. 丙の登録期間は原則として２年間毎の事業年度とする。 

ただし、期日満了前に乙が丙の継続の意思を確認した場合には、さらに２年間更新 

されるものとする。 

 

７. 丙を甲に派遣した際は、乙は丙に対し、交通費 1,000 円及び日当 2,600 円を支給する。 

 

８. 乙は派遣の際の事故の発生に備え、傷害保険に加入し、その費用を負担する。 

 

 

 



令和　　　年　　　月　　　日

大正

昭和 　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　　歳）

平成

現住所 電話番号

勤務先・学校名

「KCBコンベンションサポーター」に応募した動機をご記入ください。

郡山でのコンベンションの開催について、感じていることをご記入ください。

語学・特技・趣味等がございましたら具体的にご記入ください。 資格等

その他（特殊事項）がございましたらご記入ください。

〒 <自宅>

別紙１

<携帯>

<FAX>

「ＫＣＢコンベンションサポーター」新規申込書

ふりがな 生年月日

氏名


